
 

 

軽自動車（三輪・四輪）をお持ちの方 

平成２８年度課税から三輪及び四輪の軽自動車については，条件によって新税率が適用されていま

す。なお，条件については，「初度検査年月」で判定します。 

※「初度検査年月」については，次ページをご参照ください。 

 

１．平成２７年３月３１日以前に最初の新規検査をした車両については，旧税率の適用となります

が，経過年数により（３）重課税率に該当する場合があります。 

２．平成２７年４月１日以後に最初の新規検査をした車両については，新税率が適用されます。 

３．最初の新規検査から１３年以上経過している車両については，重課税率が適用されます。 

ただし，動力源または，内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソ

リン電気併用の軽自動車及び被けん引車は，重課税率の対象にはなりません。 

 

    ●令和２年度課税の重課対象⇒自動車検査証に記載されている初度検査年月が 

                「平成１９年３月以前」 

 

原動機付自転車・小型特殊自動車・バイクをお持ちの方 

（新規に取得されたものや既に取得済である等の登録年月日を問いません） 

車両区分 種別 税額 

原動機付自転車 

５０ｃｃ以下  ２，０００円 

５０ｃｃ超９０ｃｃ以下  ２，０００円 

９０ｃｃ超１２５ｃｃ以下  ２，４００円 

ミニカー  ３，７００円 

小型特殊 
農耕作業用  ２，０００円 

その他（フォークリフト等）  ５，９００円 

軽二輪 ２５０ｃｃ以下  ３，６００円 

小型二輪 ２５０ｃｃ超  ６．０００円 

 

 

 

車種 

区分 
種別 

 

（１）旧税率 

平成２７年３月３１日以前

に最初の新規検査をした車

両 

 

（２）新税率 

平成２７年４月１日以降に

最初の新規検査をした車両 

 

（３）重課税率 

最初の新規検査から 

１３年が経過した車

両 

 

三輪 ３輪のもの ３,１００円 ３,９００円 ４,６００円 

四輪 

乗用 
自家用 ７,２００円 １０,８００円 １２,９００円 

営業用 ５,５００円 ６,９００円 ８,２００円 

貨物 
自家用 ４,０００円 ５,０００円 ６,０００円 

営業用 ３,０００円 ３,８００円 ４,５００円 



 

 

軽自動車（三輪・四輪）をお持ちの方 

四輪以上及び三輪の軽自動車については、「自動車検査証」の「初度検査年月」によって，税額が異

なります。お持ちの「自動車検査証」をご確認ください。 

 

□車検証の初度検査年月とは？ 

自 動 車 検 査 証           

令和■■年 ■月■日 

 

車 両 番 号 交付年月日 初度検査年月 自動車の種別 用途 自家用・事業用の別 

 

水戸５８０ ○○○ 

令和■■年

■月■日 

令和■■年

■月 

 

軽自動車 

 

乗用 

 

自家用 

車 体 番 号 乗車定員 最大積載量 車両重量 車両総重量 

 

ＪＢ５－７６５４３２１ 
（４） 

２人 

（１００） 

２００ｋｇ 

 

７５０ｋｇ 

（１０５０） 

１０４０ｋｇ 

 

 

グリーン化特例の延長に係る軽自動税の軽課税率 

環境性能の優れた軽四輪等の普及を促進するための，グリーン化特例の特例措置が，２年間延長に

なりました。それに伴い，平成３１年４月 1 日から令和３年３月３１日までに新規取得した一定の

性能を有する軽自動車について，その燃費性に応じて軽課税率が適用され，初めて車両番号の指定

を受けた年度の翌年度に限り，下表のとおり軽減されます。 

 

 

車種区分 

 

電気自動車等 

★★★★かつ 

３２年度燃費基

準＋３０％達成

車（５０％軽減） 

★★★★かつ 

３２年度燃費基

準＋１０％達成

車（２５％軽減） 

★★★★かつ 

２７年度燃費基

準＋３５％達成

車（５０％軽減） 

★★★★かつ 

２７年度燃費基

準＋１５％達成

車（２５％軽減） 

三 輪 １，０００円 ― ― ２，０００円 ３，０００円 

四輪乗用（自家用） ２，７００円 ５，４００円 ８，１００円 ― ― 

四輪乗用（営業用） １，８００円 ３，５００円 ５，２００円 ― ― 

四輪貨物（自家用） １，３００円 ― ― ２，５００円 ３，８００円 

四輪貨物（営業用） １，０００円 ― ― １，９００円 ２，９００円 

※1  「電気自動車等」とは，電気軽自動車および天然ガス軽自動車（平成 30 年排出ガス規制適合

または平成 21年排出ガス規制から排出ガス基準 10%低減達成）のこと 

※2 「★★★★」とは，平成 30 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成 30 年排出ガス基準値より

50％以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成 17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成

17年排出ガス基準値より 75％以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のこと 

※3  燃費基準の達成については、自動車検査証の備考欄に記載されています。 

 

【問い合わせ先】 

〒３１９－１１９２ 茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号 

          東海村企画総務部税務課 ０２９－２８２－１７１１（代表） 

          住民税担当（内線）１１１７，１１１８，１１１９ 

こちらの「初年度検査年月」

を確認してください。 


